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議案第６６号 

   令和元年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

令和元年度尼崎市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

なお、平成３１年度尼崎市一般会計予算における元号の表示について

は、「平成３１年度」を「令和元年度」に読み替える。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，８５５千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０５，０１８，８５

５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

議66



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 48,926,251 5,326 48,931,577

10 国 庫 補 助 金 5,741,549 5,326 5,746,875

60 繰 入 金 5,300,713 10,000 5,310,713

10 基 金 繰 入 金 5,298,968 10,000 5,308,968

65 繰 越 金 1 3,529 3,530

05 繰 越 金 1 3,529 3,530

205,000,000 18,855 205,018,855

　歳　　　出

10 総 務 費 16,390,834 5,326 16,396,160

05 総 務 管 理 費 13,712,805 5,326 13,718,131

50 教 育 費 15,240,587 13,529 15,254,116

05 教 育 総 務 費 4,870,400 3,529 4,873,929

35 社 会 教 育 費 1,966,011 10,000 1,976,011

205,000,000 18,855 205,018,855

（単位　千円）

計款 項

歳  入  合　計

補正前の額 補正額

歳  出  合　計

款 項 補正前の額 補正額 計
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第２表　　債務負担行為補正

　追　　　加

事　　項 期　　間 限　度　額

尼 崎 市 立 学 校 給 食 セ ン タ ー
整 備 運 営 事 業

令和18年度
11,379,000千円に金
利変動等に伴う増減
額を加算した額
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（ 補 正 １ 号 ）

一 般 会 計

予 算 説 明 書

議66-5
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議66-8



議66-9



議66-10
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２　債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額及び令和元年度以降の支出予定額等に関する調書

　追　加

令和18年度まで

事　　項 限　度　額
市　債 その他期　　間 金　　額 期　　間

一般財源
摘　要

平 成 30 年 度 末 ま で の
支 出 額

令 和 元 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

国県支出金

11,379,000
千円に金利
変動等に伴
う増減額を
加算した額

尼崎市立学校給食センター
整備運営事業

11,379,000
千円に金利
変動等に伴
う増減額を
加算した額

当該年度
以降の支
出予定額
から特定
財源を除
いた額

545,659 2,411,000

金　　額

議66-12



条 例





議 67 

議案第６７号 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例について 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例（平成３０年尼

崎市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表尼崎市立小田南生涯学習プラザの項中「尼崎市長洲本通１

丁目１５番３８号」を「尼崎市長洲中通１丁目６番１０号」に改める。 

別表尼崎市立小田南生涯学習プラザの項を次のように改める。 

尼 崎 市 立 小

田 南 生 涯 学

習プラザ 

ホ ー ル 8,500 円 11,300 円 17,000 円

大 会 議 室 １ 3,100 円 4,200 円 6,200 円

大

会

議

室

２ 

全 面 使 用 3,100 円 4,200 円 6,200 円

２ 分 の １

面使用 
1,500 円 2,100 円 3,100 円

小 会 議 室 1,500 円 2,100 円 3,100 円

学 習 室 900 円 1,200 円 1,800 円

実 習 室 1,800 円 2,500 円 3,700 円

音 楽 室 2,600 円 3,400 円 5,200 円

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、付則第３項

の規定は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表尼崎市立小田南生

涯学習プラザの項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の尼崎市立小田南生涯学習プラザ（以下「小田南生涯学

習プラザ」という。）の利用に係る使用料について適用し、同日前の

小田南生涯学習プラザの利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

（準備行為） 

３ 施行日以後の小田南生涯学習プラザの利用に係る利用許可（尼崎市

立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例第６条第２項に規定す

る利用許可をいう。）に関する手続並びに当該利用に係る使用料の徴

収及び還付の手続は、この条例の施行前においても、改正後の条例及

び改正後の条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。 

（説 明） 

  尼崎市立小田南生涯学習プラザの位置及び使用料を改めるため、条

例改正が必要であることから、本案を提出する。 



議 68 

議案第６８号 

   尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期   

   末手当に関する条例について 

 尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市一般職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期   

   末手当に関する条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０３条の２第２項ただし書及び第５項並びに地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４

条第５項の規定に基づき、法第３条第２項に規定する一般職に属する

市の職員で非常勤のもの（法第２２条の２第１項第２号に該当する者

及び法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者を除

く。以下「職員」という。）の報酬、費用弁償及び期末手当について

必要な事項を定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 職員には、報酬（尼崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年

尼崎市条例第２４号。以下「給与条例」という。）第２条第１項に規

定する給料に相当する報酬（以下「基本報酬」という。）並びに給与

条例の適用を受ける者（以下「常勤職員等」という。）に支給される

地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直

手当及び初任給調整手当（以下「地域手当等」という。）に相当する

報酬（以下「手当相当報酬」という。）をいう。以下同じ。）を支給

する。 

２ 基本報酬は、月額、日額又は時間額をもって定めるものとし、その

額は、職員の職務の複雑性、困難性及び特殊性、責任の軽重等に応じ、

かつ、常勤職員等に支給される給料の額との権衡を考慮して、給与条
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例第３条第１項第１号に規定する行政職給料表の４級における最高の

号給の額を超えない範囲内で、市長が、又は任命権者（市長を除く。

以下同じ。）が市長と協議して定める額とする。 

３ 手当相当報酬の額は、常勤職員等に支給される地域手当等の額との

権衡を考慮して、市長が、又は任命権者が市長と協議して定める額と

する。 

４ 前各項に規定するもののほか、報酬の支給方法その他報酬の支給に

ついては、常勤職員等の例による。ただし、これにより難いときは、

市長が、又は任命権者が市長と協議して定めるところによる。 

（費用弁償） 

第３条 職員には、その費用弁償として通勤に要する費用を支給する。 

２ 職員が公務のため旅行したときは、当該職員には、その費用弁償と

して旅費を支給する。 

３ 第１項の費用及び前項の旅費（以下「通勤費用等」という。）の額

は、常勤職員等に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮し

て、市長が、又は任命権者が市長と協議して定める額とする。 

４ 前条第４項の規定は、通勤費用等の支給方法その他通勤費用等の支

給について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるの

は、「次条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

（期末手当） 

第４条 職員（市長が、又は任命権者が市長と協議して別に定める職員

に限る。）のうち６月１日又は１２月１日に在職するものには、期末

手当を支給する。 

２ 前項の期末手当（次項において「期末手当」という。）の額は、常

勤職員等に支給される期末手当等の額との権衡を考慮して、市長が、

又は任命権者が市長と協議して定める額とする。 

３ 第２条第４項の規定は、期末手当の支給方法その他期末手当の支給

について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは、

「第４条第１項及び第２項」と読み替えるものとする。 

（委任） 
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第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な

事項は、市長が定める。 

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（説 明） 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法

律第２９号）の施行に伴い会計年度任用職員の報酬等について必要な

事項を定めるため、条例制定が必要であることから、本案を提出する。 





議 69 

議案第６９号 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に 

   伴う関係条例の整備に関する条例について 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に   

   伴う関係条例の整備に関する条例 

（尼崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 尼崎市職員退職手当支給条例（昭和２４年尼崎市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条第１項中「本市職員（」を「地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第２項に規定する一般職に属する市の職員（市長

が」に、「もの」を「者」に改め、同項第１号中「（昭和２５年法律

第２６１号）」を削り、同項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

附則第８項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」

に改める。 

（尼崎市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 尼崎市職員の分限に関する条例（昭和２６年尼崎市条例第１１

９号）の一部を次のように改正する。 

第１条の見出し中「目的」を「趣旨」に改め、同条中「基き、本市

職員（」を「基づき、法第３条第２項に規定する一般職に属する市の

職員（法第２９条の２第１項各号のいずれかに該当する者を除く。」

に、「及び効果」を「、当該休職の効果」に、「関し規定することを

目的」を「ついて必要な事項を定めるもの」に改める。 

  第３条第１項中「の規定」を削り、「をこえない」を「（法第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）に該当する職員にあっては、同条第２項の規定により定め

られた任期。以下同じ。）を超えない」に改め、同条第２項中「定め
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た」を「定められた」に、「引続き３年をこえない」を「引き続き３

年を超えない」に改め、同条第３項中「前２項の規定による休職の期

間」を「休職の期間（前項の規定により更新された期間を含む。）」

に、「その」を「、その」に、「すみやかに」を「速やかに、」に改

め、同条第４項中「の規定」を削り、「当該」の次に「休職に係る」

を加え、「係属する間」を「係属している期間」に改める。 

（尼崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 尼崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年尼

崎市条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

第１条の見出し中「目的」を「趣旨」に改め、同条中「職員」を

「法第３条第２項に規定する一般職に属する市の職員（以下「職員」

という。）」に、「関し規定することを目的」を「ついて必要な事項

を定めるもの」に改める。 

第３条第１項中「給料の月額の１０分の１以下」を「の期間、給料

の月額（法第２２条の２第１項第１号に該当する職員にあっては、給

料に相当する報酬の額）の１０分の１に相当する額以下の額」に改め、

同条第２項中「第１５条」を「第１５条第１項」に、「職員」を「企

業職員又は法第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員に該当

する職員」に、「第１２条」を「第１２条第１項」に、「こえない」

を「超えない」に改め、同項ただし書中「但し、１月間の」を「ただ

し、１月における」に、「こえて」を「超えて」に改める。 

（尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第４条 尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２

７年尼崎市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

  第１条中「職員」を「法第３条第２項に規定する一般職に属する市

の職員（以下「職員」という。）」に改める。

  第２１条を第２２条とし、第２０条の次に次の１条を加える。

 （非常勤の職員の勤務条件）

 第２１条 非常勤の職員（再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。）

の勤務時間その他の勤務条件については、第２条から前条までの規
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定にかかわらず、その職務の性質、勤務の形態、非常勤の職員以外

の職員との権衡その他の事情を考慮して、市長が、又は市長以外の

任命権者が市長と協議して定める。

（尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正） 

第５条 尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例（昭和２８年尼崎市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「勤務する」を「属する」に改める。 

第２条第１項中「常時勤務を要する」を「常勤の」に改め、「（臨

時的に任用された者を除く。）」を削る。 

第１５条を次のように改める。 

 （特定非常勤職員の給与） 

 第１５条 職員以外の企業職員（以下「特定非常勤職員」という。）

の給与の種類は、次に掲げる特定非常勤職員の区分に応じ、当該号

に定めるものとする。 

 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に該当する特定非常勤

職員 報酬（給料に相当する報酬並びに地域手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に

相当する報酬をいう。）及び期末手当 

 前号に掲げる特定非常勤職員以外の特定非常勤職員 報酬 

２ 特定非常勤職員の給与の基準は、その業務の特殊性、職員に支給

される給与との権衡その他の事情を考慮して、管理者が定める。 

（尼崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

第６条 尼崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３１年尼崎市条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１条中「第４項」を「第５項」に、「本市の特別職」を「地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職
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に属する市」に改める。 

  付則第５項を削り、付則第６項を付則第５項とする。 

（尼崎市職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの処遇等

に関する条例の一部改正） 

第７条 尼崎市職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの

処遇等に関する条例（昭和６３年尼崎市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１条中「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第２項に規定する一般職に属する市の職員をいう。以下

同じ。）」を加える。 

  第２条第２項第２号中「非常勤職員」を「非常勤の職員」に改め、

同項第３号中「（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第１項」を

「第２２条」に改め、「市長が」の次に「別に」を加える。 

（尼崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第８条 尼崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年尼崎市条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第２項に規定する一般職に属する市の職員をいう。以下

同じ。）」を加える。 

  第２条に次の１号を加える。 

 非常勤の職員（以下「非常勤職員」という。）（次のいずれか

に該当する非常勤職員を除く。） 

   ア その養育する子（法第２条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」

という。）（第２条の４に規定する場合に該当する場合にあっ

ては、２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び任命権者

を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き採用さ

れないことが明らかでない非常勤職員（勤務日の日数を考慮し

て任命権者が別に定める非常勤職員に限る。） 
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   イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その

養育する子が１歳に達する日（以下この号において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子に係る１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をし

ている非常勤職員に限る。） 

   ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をす

る非常勤職員で、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係

る子について当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするも

の 

  第２条の３を第２条の５とし、第２条の２の次に次の２条を加える。 

 （法第２条第１項の条例で定める日） 

 第２条の３ 法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育す

る子が１歳に達する日（以下この条において「１歳到達日」とい

う。） 

 非常勤職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が、当該非常勤職

員が養育する子に係る１歳到達日以前のいずれかの日において当

該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業（以

下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）をして

いる場合において、当該非常勤職員が当該子について育児休業を

しようとする場合（当該育児休業の期間の初日が、当該子に係る

１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の

初日前である場合を除く。） 当該子が１歳２か月に達する日

（当該日が、当該育児休業の期間の初日から起算して、育児休業

等可能日数（当該子の出生の日から当該子に係る１歳到達日まで
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の日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以

後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６

５条第１項及び第２項の規定により勤務しなかった日数及び当該

子について育児休業をした日数を合計した日数をいう。）を差し

引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する

日） 

 １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤

職員が当該子に係る１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日が当該子に係る１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日（当該育児休業の期間の末日と

当該地方等育児休業の期間の末日とが異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該子に係る１歳到達日後の期間においてこ

の号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職員で、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものに

あっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合で、

次のいずれにも該当するとき 当該子に係る１歳６か月到達日 

   ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子に係る１歳到達日

（当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日が当該子に係る

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日）において育児

休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子に係

る１歳到達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日

が当該子に係る１歳到達日後である場合にあっては、当該末日）

において地方等育児休業をしている場合 

   イ 当該子に係る１歳到達日後の期間について育児休業をするこ

とが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任

命権者が別に定める場合に該当する場合 
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 （法第２条第１項の条例で定める場合） 

 第２条の４ 法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子に係る

１歳６か月到達日の翌日（当該子に係る１歳６か月到達日後の期間

においてこの条に規定する場合に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員で、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される

ものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

で、次のいずれにも該当するときとする。 

 当該子について、当該非常勤職員が当該子に係る１歳６か月到

達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者が当該子に係る１歳６か月到達日において地方等育児休業をし

ている場合 

 当該子に係る１歳６か月到達日後の期間について育児休業をす

ることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として

任命権者が別に定める場合に該当する場合 

  第３条に次の２号を加える。 

 第２条の３第３号に掲げる場合又は第２条の４に規定する場合

に該当すること。 

 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員が、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る

子について当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

  第６条第１項中「している職員」の次に「（地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職員又は地方

公務員法第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員（以下「企

業職員等」という。）に該当する職員を除く。以下この条から第８条

まで及び第１４条において同じ。）」を加え、同項にただし書として



議 69-8 

次のように加える。 

ただし、地方公務員法第２２条の２第１条第１項に規定する会計

年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）に該当する職

員については、会計年度任用職員以外の職員に支給される期末手当

等との権衡を考慮して、市長が、又は市長以外の任命権者が市長と

協議して別に定めるところにより、期末手当を支給する。 

第６条第２項中「している職員」の次に「（会計年度任用職員に該

当する職員を除く。）」を加える。 

  第７条中「した職員」の次に「（会計年度任用職員に該当する職員

を除く。）」を、「ときは」の次に「、その任命権者は、別に定める

ところにより」を加え、「任命権者が別に定める」を削る。 

  第９条中「第２条各号」を「第２条第１号及び第２号」に改める。 

  第１３条第１項中「育児短時間勤務職員」の次に「（企業職員等に

該当する職員を除く。以下この条において同じ。）」を加える。 

  第１５条中「育児短時間勤務職員」を「次に掲げる非常勤職員以外

の非常勤職員」に改め、同条に次の各号を加える。 

 地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員 

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が

別に定める非常勤職員（以下「特定非常勤職員」という。） 

  第１６条第１項中「おいて、」の次に「特定非常勤職員以外の職員

にあっては」を、「範囲内」の次に「で、特定非常勤職員にあっては

１日を通じてその職務の性質、勤務の形態、特定非常勤職員以外の職

員との権衡その他の事情を考慮して任命権者が別に定める時間を超え

ない範囲内」を加え、同条第２項中「職員」の次に「（特定非常勤職

員を除く。）」を加え、「給与条例第１８条第１項」を「同項」に改

め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 特定非常勤職員が部分休業を受けて勤務しない場合には、その勤

務しない１時間につき、特定非常勤職員以外の職員との権衡その他

の事情を考慮して市長が、又は市長以外の任命権者が市長と協議し
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て別に定める勤務１時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。 

（尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

第９条 尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１３

年尼崎市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第２項に規定する一般職に属する市の職員をいう。以下

同じ。）」を加える。 

  第２条第２項第２号中「非常勤職員」を「非常勤の職員」に改め、

同項第３号中「（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第１項」を

「第２２条」に改める。 

（尼崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１０条 尼崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１

７年尼崎市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（同法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）

を除く。以下同じ」を「その任命に係る同法第３条第２項に規定する

一般職に属する市の職員（同法第５８条の２第１項に規定する職員に

該当する者に限る。以下「職員」という」に改め、同条第１号中「及

び」の次に「当該」を加える。 

（尼崎市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１１条 尼崎市消防職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年尼

崎市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「とは、」の次に「尼崎市職員の給与に関する条例第１条

に規定する職員で」を加え、「職員（臨時的に任用される職員を除

く。）」を「もの」に改める。 

（尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例の一部改正） 

第１２条 尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例（平成

２１年尼崎市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    尼崎市非常勤職員の離職慰労金の支給に関する条例 
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  第１条中「本市の非常勤嘱託員（」を削り、「第３条第３項第３号」

を「第２２条の２第１項」に、「非常勤の嘱託員」を「会計年度任用

職員に該当する市の職員」に、「をいう。以下「非常勤嘱託員」を

「（以下「非常勤職員」に改める。 

  第２条中「非常勤嘱託員」を「非常勤職員」に改め、同条第３号中

「委嘱期間」を「任用期間」に改める。 

  第３条及び第５条第１項から第３項までの規定中「非常勤嘱託員」

を「非常勤職員」に改める。 

  第６条中「非常勤嘱託員が」を「非常勤職員が」に、「本市職員」

を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定

する一般職に属する市の職員」に、「本市の非常勤嘱託員（尼崎市非

常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例」を「尼崎市非常勤職員

の離職慰労金の支給に関する条例」に、「非常勤嘱託員をいう。以下

同じ。）」を「非常勤職員」に、「「非常勤嘱託員」を「「非常勤職

員」に改める。 

  第７条第１項及び第２項中「非常勤嘱託員」を「非常勤職員」に改

め、同条第３項中「非常勤嘱託員（尼崎市非常勤嘱託員の離職慰労金

の支給に関する条例」を「尼崎市非常勤職員の離職慰労金の支給に関

する条例」に、「非常勤嘱託員をいう。）」を「非常勤職員」に改め

る。 

  第８条中「非常勤嘱託員」を「非常勤職員」に改める。 

  付則第２項中「非常勤嘱託員」の次に「（地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和元年尼崎市条例第  号）第１２条の規定による改正前の尼崎

市非常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例第１条に規定する非

常勤嘱託員をいう。以下同じ。）」を加え、付則に次の１項を加える。 

 （勤続期間の計算の特例） 

５ 令和２年３月３１日において非常勤嘱託員として在職していた者

で同年４月１日に非常勤職員として任用されたものに係る第５条の

規定の適用については、同条第１項中「在職期間」とあるのは「在
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職期間及び非常勤嘱託員（付則第２項に規定する非常勤嘱託員をい

う。以下同じ。）として引き続いた在職期間を考慮して市長が、又

は市長以外の任命権者が市長と協議して別に定める期間を合計した

期間」と、同条第２項及び第３項中「非常勤職員」とあるのは「非

常勤職員又は非常勤嘱託員」とする。 

（尼崎市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１３条 尼崎市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成２２年尼崎市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「）第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員で、

同法」を「。以下「法」という。）」に、「もの」を「市の職員で法

第５７条に規定する単純な労務に雇用されるもの」に改める。 

  第２条中「臨時的に任用される職員」を「非常勤の技能労務職員

（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める技能労務

職員を除く。以下「特定非常勤技能労務職員」という。）」に改める。 

  第４条を次のように改める。 

 （特定非常勤技能労務職員の給与） 

 第４条 法第２２条の２第１項第１号に該当する特定非常勤技能労務

職員の給与の種類は、報酬（給料に相当する報酬並びに地域手当、

特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当に

相当する報酬をいう。）及び期末手当とする。 

２ 特定非常勤技能労務職員の給与の額等は、その業務の特殊性、特

定非常勤技能労務職員以外の技能労務職員に支給される給与との権

衡その他の事情を考慮して、市長が、又は市長以外の任命権者が市

長と協議して定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前において第１２条の規定による改正前の尼崎市非

常勤嘱託員の離職慰労金の支給に関する条例第１条に規定する非常勤
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嘱託員として在職していた者（第１２条の規定による改正後の尼崎市

非常勤職員の離職慰労金の支給に関する条例付則第５項の規定の適用

を受ける者を除く。）に係る離職慰労金については、なお従前の例に

よる。 

（委任） 

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措

置は、市長が定める。 

（説 明） 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法

律第２９号）の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を

提出する。 
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議案第７０号 

   尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい   

   て 

 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 尼崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年尼崎市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「は、」の次に「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０４条第３項及び」を加え、「本市の職員」を「市の職員で常勤のも

の及び短時間勤務の職（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職をいう。以下同じ。）を占めるもの」に改める。 

 第４条中「第８条まで及び第９条第１項から第４項」を「第９条」に

改める。 

 第５条第１項中「職員」の次に「（臨時的に任用された職員を除く。

以下この条から第９条までにおいて同じ。）」を加える。 

 第９条の２第２項中「法第２８条の５第１項に規定する」を「職員（」

に、「職員（」を「者に限る。」に、「）第２条第３項」を「。以下

「勤務条件条例」という。）第２条第３項」に改める。 

 第１４条第１項中「尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する

条例」を「勤務条件条例」に、「同条例」を「勤務条件条例」に改め、

「第１８条第１項に規定する」を削る。 

 第１５条第１項中「第１８条第２項に規定する」を削り、同条第３項

中「尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」を「勤務条

件条例」に改め、「第１８条第２項に規定する」を削り、同条第４項中

「第１８条第２項に規定する」を削る。 

第１６条第２項中「尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する

条例」を「勤務条件条例」に改め、「第１８条第２項に規定する」を削
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り、同条第３項中「尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条

例」を「勤務条件条例」に改める。 

第１７条中「第１８条第２項に規定する」を削る。 

 第１７条の２中「第１４条」の前に「次条第１項の規定により」を加

え、「、１円」を「１円」に、「これ」を「、これ」に改め、「勤務１

時間につき」を削り、「夜勤手当」の次に「について勤務１時間当たり

のこれらの手当」を加える。 

 第１８条第１項中「とこれ」を「及びこれ」に、「乗じ、その額を」

を「乗じて得た額を、」に、「４９を乗じたもの」を「５２を乗じて得

た時間から休日（勤務条件条例第６条第２項に規定する休日をいう。次

項において同じ。）の日数を考慮して市長が別に定める時間を減じて得

た時間」に改め、同条第２項中「乗じ、その額を」を「乗じて得た額

を、」に、「４９を乗じたもの」を「５２を乗じて得た時間から休日の

日数を考慮して市長が別に定める時間を減じて得た時間」に改める。 

 第２３条を削る。 

第２４条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「条例」の次に「に

定めるもののほか、この条例」を加え、「関し」を「ついて」に改め、

同条を第２３条とする。 

別表第１備考ただし書を削る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第９条の２

第２項の改正規定（「）第２条第３項」を「。以下「勤務条件条例」

という。）第２条第３項」に改める部分に限る。）並びに第１４条第

１項、第１５条第１項、第３項及び第４項、第１６条第２項及び第３

項並びに第１７条から第１８条までの改正規定並びに次項及び付則第

３項の規定は、令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市職員の給与に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）第１８条第１項の規定は、令和元年７月１日
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以後の勤務（同年６月３０日から引き続き行われる勤務を除く。）に

係る給与の減額について適用し、同年７月１日前の勤務（同年６月３

０日から引き続き行われる勤務を含む。）に係る給与の減額について

は、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第１８条第２項の規定は、令和元年７月１日以後の勤

務に係る超過勤務手当、休日給及び夜勤手当（以下「超過勤務手当等」

という。）の算定について適用し、同日前の勤務に係る超過勤務手当

等の算定については、なお従前の例による。 

（説 明） 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法

律第２９号）の施行に伴う所要の整備を行うとともに、勤務１時間当

たりの給与額の算出方法を改めるため、条例改正が必要であることか

ら、本案を提出する。 
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議案第７１号 

   尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改   

   正する条例について 

 尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改   

   正する条例 

 尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例（平成１８年尼崎市

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号を次のように改める。 

 職員 給与条例第１条に規定する職員（尼崎市選挙管理委員会の

事務部局に勤務する者を除く。）をいう。 

第２条第２号中「第１８条第２項に規定する」を削り、「１，７３１

円８３銭」を「１，７５７円４０銭」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当

該号に定める日から施行する。 

 第２条第２号の改正規定（「第１８条第２項に規定する」を削る

部分に限る。） 令和元年７月１日 

 第２条第１号の改正規定 令和２年４月１日 

（説 明） 

  選挙業務に係る基本手当額を変更するとともに、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の施行

に伴う所要の整備を行うため、条例改正が必要であることから、本案

を提出する。 
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議案第７２号 

   尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

尼崎市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市市税条例等の一部を改正する条例 

（尼崎市市税条例の一部改正） 

第１条 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

第１１条第１項中「（以下」の次に「この項及び」を加え、「場合

には」を「ときは、法第２０条の５の２第２項の規定の適用がある場

合を除き」に、「当該期限」を「当該申告等の期限」に改め、同条第

２項中「災害」を「、災害」に、「場合には、前項」を「ときは、同

項」に、「２月以内」を「２月を」に、「３０日以内」を「３０日を

超えない範囲内」に、「当該期限」を「当該申告等の期限」に改め、

同条第３項中「、前項」を「、同項」に、「その」を「当該」に、

「でしなければ」を「を市長に提出して行わなければ」に改める。 

第１８条第１項第２号中「第３２項」を「第３１項」に改める。 

  第２５条第２項中「及び第２項」を「及び第１１項」に改める。 

  第４９条及び第５０条中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３

月３１日」に、「附則第１５条の８第１項から第３項まで」を「附則

第１５条の８」に改める。 

  附則第８項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３３

項」に改め、附則第１０項第５号中「附則第１５条第１８項本文」を

「附則第１５条第１９項本文」に改め、同項第６号中「附則第１５条

第１８項ただし書」を「附則第１５条第１９項ただし書」に改め、同

項第７号中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２９項」に

改め、同項第８号中「附則第１５条第２９項第１号」を「附則第１５

条第３０項第１号」に改め、同項第９号中「附則第１５条第２９項第

２号」を「附則第１５条第３０項第２号」に改め、同項第１０号中
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「附則第１５条第２９項第３号」を「附則第１５条第３０項第３号」

に改め、同項第１１号中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第

１５条第３１項第１号」に改め、同項第１２号中「附則第１５条第３

０項第２号」を「附則第１５条第３１項第２号」に改め、同項第１３

号中「附則第１５条第３２項第１号」を「附則第１５条第３３項第１

号」に改め、同項第１４号中「附則第１５条第３２項第２号」を「附

則第１５条第３３項第２号」に改め、同項第１５号中「附則第１５条

第３２項第３号」を「附則第１５条第３３項第３号」に改め、同項第

１６号中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３８項」に改

め、同項第１７号中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４

０項」に改め、同項第１８号中「附則第１５条第４３項」を「附則第

１５条第４４項」に改め、同項第１９号中「附則第１５条第４４項」

を「附則第１５条第４５項」に改め、同項第２０号中「附則第１５条

第４６項」を「附則第１５条第４７項」に改め、附則第１１項の前の

見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和元年度又は令和

２年度」に改め、同項中「平成３１年度分又は平成３２年度分」を

「令和元年度分又は令和２年度分」に改め、附則第１２項中「平成３

１年度分」を「令和元年度分」に、「平成３１年度適用土地」を「令

和元年度適用土地」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改

め、附則第１３項中「平成３１年度分又は平成３２年度分」を「令和

元年度分又は令和２年度分」に改め、附則第１４項（見出しを含

む。）中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、附則第１５項

（見出しを含む。）中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、附

則第１６項（見出しを含む。）及び附則第１７項中「平成３２年度」

を「令和２年度」に改め、附則第２２項中「平成４３年度」を「令和

１５年度」に、「平成３３年」を「令和３年」に、「附則第５条の４

の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７

項」に改め、附則第２３項を削り、附則第２４項中「附則第２２項

の」を「前項の」に改め、同項を附則第２３項とし、附則第２５項中

「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第２
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号」に、「第３１４条の７第２項に」を「第３１４条の７第１１項

に」に改め、同項を附則第２４項とし、附則第２６項中「平成３２年

３月３１日」を「令和２年３月３１日」に改め、同項を附則第２５項

とし、附則第２７項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３

１日」に改め、同項を附則第２６項とし、附則第２８項から附則第３

４項までを１項ずつ繰り上げ、附則第３６項から附則第３８項までを

削り、附則第３５項を附則第３８項とし、同項の前に次の４項を加え

る。 

３４ 削除 

３５ 削除 

３６ 削除 

３７ 削除 

附則第３９項中「附則第３０条第６項各号」を「附則第３０条第２

項各号」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」に、「附則第３

６項の表」を「次表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号イ ３，９００円 １，０００円 

第２号ウ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

  附則第４０項中「で法附則第３０条第７項各号」を「（法附則第３

０条第３項に規定する軽自動車をいう。以下この項及び次項において

同じ。）で同条第３項各号」に、「平成３１年度分」を「令和元年度

分」に、「附則第３７項の表」を「次表」に改め、同項に次の表を加

える。 

第２号イ ３，９００円 ２，０００円 

第２号ウ ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 
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 ５，０００円 ２，５００円 

附則第４１項中「（前項」を「で法附則第３０条第４項各号に掲げ

るもの（前項」に改め、「で法附則第３０条第８項各号に掲げるも

の」を削り、「平成３１年度分」を「令和元年度分」に、「附則第３

８項の表」を「次表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号イ ３，９００円 ３，０００円 

第２号ウ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 附則第４９項中「平成３４年度」を「令和４年度」に改め、附則第

５９項第４号中「附則第１２条第２１項各号」を「附則第１２条第２

３項各号」に改め、同項第７号中「附則第１２条第２２項」を「附則

第１２条第２４項」に改め、附則第６２項第６号中「附則第１２条第

２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、附則第６５項第６号中

「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、附則

第７０項中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

第２条 尼崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条第１項中「第６３条第２項」を「第６１条の６第１項に規

定する納期限後、第６３条第２項」に改め、同項第５号中「第７３条

の２」の前に「第６１条の６第１項、」を加え、同項第６号中「第７

３条の２」の前に「第６１条の６第１項、」を、「もの又は」の次に

「第６１条の７第２項、」を加え、同項第７号中「第６０１条第３

項」を「第４５８条第２項、第６０１条第３項」に改め、同条第２項

中「 閏
じゅん

年」を「うるう年」に改める。 

第２６条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次

に次の１項を加える。 

５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与

で所得税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する第１７条



議 72-5 

第１項第１号に掲げる者が第１項の申告書を提出するときは、法第

３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち省令で定めるものにつ

いては、省令で定める記載によることができる。 

  第２７条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告

書」に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、

同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 当該給与所得者が単身児童扶養者（法第２９２条第１項第１２

号の２に規定する単身児童扶養者をいう。以下同じ。）に該当す

る場合には、その旨 

  第２７条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告

書」に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条

の６第１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地におい

て同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族（法第３１４条の２第１項第１１号に規定する控

除対象扶養親族をいう。）を除く。）を有する者若しくは単身児童扶

養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１

項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」

に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、

その旨 

第２７条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の

６第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２

０３条の６第６項」に改める。 

  第２８条第１項中「よって」を「より」に、「第２６条第６項」を

「第２６条第７項」に改める。 

  第６０条第１項を次のように改める。 

   軽自動車税は、主たる定置場が本市内に存する３輪以上の軽自動

車（法第４４２条第５号に規定する軽自動車をいう。以下同じ。）
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に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、

軽自動車等（同条第３号に規定する軽自動車等をいう。以下この節

において同じ。）に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によっ

て課する。 

第６０条第２項中「第４４３条第１項の規定によって軽自動車税」

を「第４４５条第１項の規定により種別割」に、「ときは、前項」を

「場合には、第１項」に、「軽自動車税は」を「種別割は」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節におい

て「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）には、法第４４３条

第２項に規定する者を含まないものとする。 

  第６０条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６０条の２ 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等

の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、

買主の変更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自

動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課

する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において

「販売業者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の

軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法（昭和２

６年法律第１８５号）第２条第５項に規定する運行をいう。次項に

おいて同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定

の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当

該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能
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割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以

上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合に

は、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第６１条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中

「小型特殊自動車」の次に「（法第４４２条第６号に規定する小型特

殊自動車をいう。以下同じ。）」を加え、「軽自動車税」を「種別

割」に改め、同条の次に次の８条を加える。 

（環境性能割の課税標準） 

第６１条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得

のために通常要する価額として省令で定めるところにより算定した

金額（第６１条の４において「通常の取得価額」という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第６１条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

 法第４５１条第１項（同条第４項において読み替えて準用する

場合を含む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １００分の１ 

 法第４５１条第２項（同条第４項において読み替えて準用する

場合を含む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １００分の２ 

 前２号に掲げる３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動車 

１００分の３ 

（環境性能割の免税点） 

第６１条の４ 通常の取得価額が５０万円以下である３輪以上の軽自

動車に対しては、環境性能割を課さない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６１条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第６１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号

に掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又
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は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な

事項を記載した省令で定める申告書を市長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。

以下この項において同じ。）は、法第４５４条第１項各号に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、当該３輪以上の軽自動車の取得者が取得した３輪以上の軽自動

車について必要な事項を記載した省令で定める報告書を市長に提出

しなければならない。 

（環境性能割の期限後申告及び修正申告納付） 

第６１条の７ 前条第１項の規定により同項に規定する申告書（以下

この条において「申告書」という。）を提出すべき者は、当該申告

書の提出期限後においても、法第４６２条第４項の規定による決定

の通知があるまでの間は、前条第１項の規定により申告納付するこ

とができる。 

２ 前条第１項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若し

くは修正申告書を提出した者又は法第４６２条第１項から第３項ま

での規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しく

は修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境

性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、省令で定める

事項を記載した修正申告書を市長に提出するとともに、その修正に

より増加した環境性能割額を納付しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第６１条の８ 環境性能割の納税義務者が正当な理由なくて第６１条

の６第１項の規定により提出すべき申告書を同項に規定する申告書

の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、

１００，０００円以下の過料を科する。同条第２項の規定による報

告を行わなかった場合においても、同様とする。 

２ 第１８条の４第２項及び第３項の規定は、前項の過料について準

用する。 
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（環境性能割の減免） 

第６１条の９ 市長は、自動車（法第１４５条第３号に規定する自動

車をいう。）の取得について県が課すべき自動車税の環境性能割の

減免の例により、環境性能割を減免することができる。 

第６２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中

「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる」を「次の各号に掲げる軽

自動車等に対して課する種別割の税率は、当該」に改め、同条第１号

中「原動機付自転車」の次に「（法第４４２条第４号に規定する原動

機付自転車をいう。以下同じ。）」を加え、同条第４号中「２輪の小

型自動車」の次に「（法第４４２条第７号に規定する２輪の小型自動

車をいう。）」を加える。 

第６３条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「軽自動車税」を

「種別割」に改める。 

第６５条（見出しを含む。）及び第６７条（見出しを含む。）中

「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第６８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１

項中「なく」を「なくて」に、「ときは、当該軽自動車等の所有者

等」を「場合においては、その者」に改める。 

第６９条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「軽自動車税」を

「種別割」に改める。 

 第６９条の２第１項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

附則第３４項から附則第３７項までを次のように改める。 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 ３４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において読み替えて準

用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のもの

に限る。以下この項において同じ。）に対しては、当該３輪以上の

軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日まで

の間（附則第３７項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第６０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境

性能割を課さない。 
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 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 ３５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第６１条の３の規定の適

用については、当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

 ３６ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第６１条の３の規定の適

用については、当分の間、同条第３号中「１００分の３」とあるの

は、「１００分の２」とする。 

 ３７ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６

１条の３及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が

特定期間に行われたときに限り、同条第２号及び同項中「１００分

の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第３８項の前の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を

加え、同項中「初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に

規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、附則

第３９項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日」を「平

成３１年４月１日から令和２年３月３１日」に、「平成３０年度分」

を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加

え、「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日」を「令和２年

４月１日から令和３年３月３１日」に、「令和元年度分」を「令和３

年度分」に改め、附則第４０項中「の軽自動車」を「のガソリン軽自

動車」に、「軽自動車を」を「ガソリン軽自動車を」に、「軽自動車

が」を「ガソリン軽自動車が」に、「平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日」を「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日」

に、「平成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」

の次に「の種別割」を加え、「平成３０年４月１日から平成３１年３



議 72-11 

月３１日」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日」に、「令

和元年度分」を「令和３年度分」に改め、附則第４１項中「の軽自動

車」を「のガソリン軽自動車」に、「軽自動車が」を「ガソリン軽自

動車が」に、「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日」を

「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日」に、「平成３０年度

分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」

を加え、「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日」を「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日」に、「令和元年度分」を「令

和３年度分」に改める。 

第３条 尼崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫」に、「（これ

ら」を「又は単身児童扶養者（同項第１２号の２に規定する単身児童

扶養者をいう。以下同じ。）（これら」に改める。 

  第２７条の２第１項第３号中「（法第２９２条第１項第１２号の２

に規定する単身児童扶養者をいう。以下同じ。）」を削る。 

附則第３８項中「附則第４１項」を「附則第４２項」に改め、附則

第７０項を附則第７１項とし、附則第６９項を附則第７０項とし、附

則第６８項を附則第６９項とし、附則第６７項中「附則第６５項」を

「附則第６６項」に改め、同項を附則第６８項とし、附則第６６項を

附則第６７項とし、附則第６５項を附則第６６項とし、附則第６４項

中「附則第６２項」を「附則第６３項」に改め、同項を附則第６５項

とし、附則第６３項を附則第６４項とし、附則第６２項を附則第６３

項とし、附則第６１項中「附則第５９項」を「附則第６０項」に改め、

同項を附則第６２項とし、附則第５７項から附則第６０項までを１項

ずつ繰り下げ、附則第５６項中「附則第５４項」を「附則第５５項」

に改め、同項を附則第５７項とし、附則第５３項から附則第５５項ま

でを１項ずつ繰り下げ、附則第５２項中「附則第５４項及び第５７

項」を「附則第５５項及び第５８項」に、「附則第５７項」を「附則

第５８項」に改め、同項を附則第５３項とし、附則第４９項から附則

第５１項までを１項ずつ繰り下げ、附則第４８項中「附則第４６項」
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を「附則第４７項」に改め、同項を附則第４９項とし、附則第４２項

から附則第４７項までを１項ずつ繰り下げ、附則第４１項の次に次の

１項を加える。 

 ４２ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第２項各号に掲げるもの

のうち、自家用の乗用のものに対する第６２条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５

年度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第３９項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第４条 尼崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１５条の２第８項中「前３項」を「第５項から前項まで」に、「、

個人の市民税と」を「、個人の市民税、第３０条の２第２項の規定に

より」に、「、固定資産税と」を「及び森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律（平成３１年法律第３号。以下「森林環境税法」とい

う。）第７条第１項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林

環境税又は固定資産税及び第１１２条第１項の規定により」に、「と

これと併せて徴収する個人の県民税については、第６項」を「、個人

の県民税及び森林環境税に対する第６項の規定の適用については、同

項」に改める。 

第１６条の２中「及び交付を求める場合においては、特別の規定」

を「又は交付要求をする場合には、法又は森林環境税法に特別の定

め」に、「外、当該個人の県民税についてあわせて」を「ほか、個人

県民税徴収金（法第１条第１項第１４号に規定する地方団体の徴収金

で個人の県民税に係るものをいう。）及び森林環境税徴収金（森林環

境税法第２条第５号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下

同じ。）について併せて」に、「及び交付を求めるもの」を「及び交

付要求をするもの」に改める。 
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第２５条第５項中「還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に

係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納

税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする」を「還付する」

に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分

の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税又は当該納税義

務者の未納に係る地方団体徴収金（法第１条第１項第１４号に規定

する地方団体の徴収金をいう。以下同じ。）若しくは森林環境税徴

収金（以下この項において「徴収金等」という。）があるときは、

法第１７条の２の２の規定にかかわらず、当該納税義務者は、市長

に対し、当該還付をすべき金額（徴収金等に係る金額に相当する額

を限度とする。）により徴収金等を納付し、又は納入することを委

託したものとみなす。 

第３０条の２第１項中「ついては」を「ついては、」に、「よっ

て」を「より」に、「ほか」を「ほか、」に改め、同条第２項中「県

民税は、当該」を「県民税及び森林環境税は、法又は森林環境税法に

特別の定めがある場合を除くほか、」に改める。 

第３３条の６第１項中「なった場合においては、」を「なった場合

には、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当

する税額は、その」に、「ある場合においては、」を「あるときはそ

の」に、「ない場合においては、直ちに」を「ないときは直ちに、」

に改め、同条第２項中「よって変更された」を「より変更された」に、

「においては」を「には」に、「又は第１７条の２の規定によって当

該納税者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する」を「の規定の

例により、当該納税者に還付する」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。 

この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体徴収金があ

るときは、当該還付すべき税額は、法第１７条の２の２第１項第２

号に規定する市町村徴収金関係過誤納金（以下「特定過誤納金」と

いう。）とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用
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することができるものとし、当該特別徴収義務者について法第１７

条から第１７条の２の２までの規定の適用はないものとする。 

第３３条の６の７第１項中「においては」を「には」に改め、同条

第２項中「においては」を「には」に改め、「又は第１７条の２の規

定によって当該納税者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する」

を「の規定の例により、当該特別徴収対象年金所得者に還付する」に

改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地

方団体徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、特定過誤納金

とみなして、第１７条の２の２第３項、第６項及び第７項の規定を

適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について法第

１７条から第１７条の２の２までの規定の適用はないものとする。 

（尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成３

０年尼崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条のうち、尼崎市市税条例第３３条の８に３項を加える改正規

定中「次の３項」を「次の８項」に改め、同改正規定（同条第１９項

に係る部分に限る。）中「内国法人をいう」の次に「。以下同じ」を

加え、「この項及び次項」を「この条」に改め、「（次項」の次に

「及び第２１項」を加え、「。次項」を「。以下この項及び次項」に

改め、「その他省令で定める方法」を削り、「ならない」を「ならな

い。ただし、当該申告のうち添付書類（法第３２１条の８第４２項に

規定する添付書類をいう。次項において同じ。）に係る部分について

は、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の省

令で定める記録用の媒体を市長に提出する方法により、行うことがで

きる」に改め、同改正規定（同条第２０項に係る部分に限る。）中

「（法第３２１条の８第４２項に規定する添付書類をいう。）」を削

り、同改正規定（同条第２１項に係る部分に限る。）中「申告は、」
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の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

 ２２ 第１９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理

由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難

であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合において、同項の

規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認

を受けたときは、市長が指定する期間内に行う同項の申告について

は、同項から前項までの規定は、適用しない。法第３２１条の８第

４６項後段に規定する申告についても、同様とする。 

 ２３ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に省令で定める書類を添付して、第２号に

掲げる期間の開始の日の１５日前まで（同項に規定する理由が生じ

た日が第１項の規定による申告書（法人税法第７４条第１項の規定

により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告

書の提出期限までに提出すべきものに限る。）又は第４項、第６項

若しくは第９項の規定による申告書の提出期限の１５日前の日以後

である場合において、当該提出期限が当該期間内にあるときは、当

該開始の日まで）に、これを市長に提出しなければならない。 

 前項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情 

 前項前段の規定による指定を受けようとする期間 

 その他省令で定める事項 

２４ 第２２項の規定の適用を受けている内国法人は、第１９項の申

告につき第２２項の規定の適用を受けることをやめようとするとき

は、その旨その他省令で定める事項を記載した届出書を市長に提出

しなければならない。 

２５ 第２２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第

３２１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったとき

は、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第２２

項前段の期間内に行う第１９項の申告については、第２２項前段の

規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同
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項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

２６ 第２２項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第２

４項の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６

項（同法第８１条の２４の３第２項においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又

は処分があった日の翌日以後の法第３２１条の８第４６項後段の期

間内に行う第１９項の申告については、第２２項後段の規定は、適

用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同条第４６項

後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

  付則第１項第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月

１日」に改め、同項第５号中「３項」を「８項」に、「平成３２年４

月１日」を「令和２年４月１日」に、同項第６号中「平成３２年１０

月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同項第７号中「平成３３

年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同項第８号中「平成３

３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同項第９号中

「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改め、付則第

３項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、付則第４項中「平

成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年

度分」に改め、付則第５項中「第２１項」を「第２６項」に、「平成

３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、付則第６項、第８

項及び第９項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、付則第１

３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、

付則第１４項及び第１５項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年

１０月１日」に改め、付則第１７項及び第１８項中「平成３３年１０

月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、付則第２０項中「平成３

４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 
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 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに付則第１３項及

び第１４項の規定 令和元年１０月１日 

 第２条中尼崎市市税条例第２６条、第２７条の２、第２７条の３

及び第２８条の改正規定並びに付則第５項から第７項までの規定  

令和２年１月１日 

 第３条中尼崎市市税条例第１８条第１項第２号及び第２７条の２

第１項第３号の改正規定並びに付則第８項の規定 令和３年１月１

日 

 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）の規定 令和３年４月

１日 

 第４条及び付則第９項から第１１項までの規定 令和６年１月１

日 

（個人の市民税に関する経過措置） 

２ 次項及び第４項に規定するものを除き、第１条の規定による改正後

の尼崎市市税条例（以下「改正後の条例」という。）の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

３ 改正後の条例第２５条第２項及び附則第２４項の規定は、令和２年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 改正後の条例第２５条第２項及び附則第２４項の規定の適用につい

ては、令和２年度分の個人の市民税に限り、改正後の条例第２５条第

２項中「附則第５条の７第２項」とあるのは「附則第５条の７第２項

（地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号。以下

「平成３１年地方税法等改正法」という。）附則第１３条第３項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）並びに同項」と、附則第

２４項中「附則第５条の７第２項」とあるのは「附則第５条の７第２

項（平成３１年地方税法等改正法附則第１３条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）並びに同項」とする。 
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５ 付則第１項第２号に掲げる規定による改正後の尼崎市市税条例（以

下「令和２年改正後条例」という。）第２６条第５項の規定は、令和

２年１月１日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申

告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した

場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を

提出する場合については、なお従前の例による。 

６ 令和２年改正後条例第２７条の２第１項（第３号に係る部分に限

る。）の規定は、令和２年１月１日以後に支払を受けるべき尼崎市市

税条例第２６条第１項に規定する給与について提出する令和２年改正

後条例第２７条の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用

する。 

７ 令和２年改正後条例第２７条の３第１項の規定は、令和２年１月１

日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３

１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する

令和２年改正後条例第２７条の３第１項に規定する申告書について適

用する。 

８ 付則第１項第３号に掲げる規定による改正後の尼崎市市税条例第１

８条第１項第２号の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。 

９ 第４条の規定による改正後の尼崎市市税条例（以下「令和６年改正

後条例」という。）第１５条の２第８項及び第１６条の２の規定は、

令和６年度以後の年度分の個人の県民税、個人の市民税及び森林環境

税について適用し、令和５年度分までの個人の県民税及び個人の市民

税については、なお従前の例による。 

１０ 令和６年改正後条例第２５条第５項の規定は、令和６年度以後の

年度分の個人の市民税に係る尼崎市市税条例第２５条第４項の規定に

より控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができな
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かった金額について適用し、令和５年度分までの個人の市民税に係る

同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除する

ことができなかった金額については、なお従前の例による。 

１１ 令和６年改正後条例第３３条の６第２項及び第３３条の６の７第

２項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税に係る過納又

は誤納に係る税額について適用し、令和５年度分までの個人の市民税

に係る過納又は誤納に係る税額については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

１２ 改正後の条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分

の軽自動車税について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税につ

いては、なお従前の例による。 

１３ 付則第１項第１号に掲げる規定による改正後の尼崎市市税条例

（以下「令和元年１０月改正後条例」という。）の規定中軽自動車税

の環境性能割に関する部分は、令和元年１０月１日以後に取得された

３輪以上の軽自動車（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４

２条第５号に規定する軽自動車をいう。）に対して課する軽自動車税

の環境性能割について適用する。 

１４ 令和元年１０月改正後条例の規定中軽自動車税の種別割に関する

部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用

し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

（説 明） 

地方税法等の一部を改正する等の法律（平成３１年法律第２号）の施

行等に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第７３号 

   尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 

   例 

尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年尼崎市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条を次のように改める。 

（資金の償還期間等） 

第１１条 資金の償還期間は、１０年間（据置期間を含む。）とする。 

２ 前項の据置期間は、３年間（市長が特に必要があると認める場合は、

５年間）とする。 

３ 資金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還の方法に

よるものとする。ただし、資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」

という。）は、いつでも繰上償還をすることができる。 

 第１３条を削る。 

第１２条第１項中「資格を有する保証人１人を立てなければならな

い」を「要件を備えると市長が認める保証人を立てることができる」に

改め、同項第１号中「者」を「こと。」に改め、同項第２号中「ついて

弁済の資力を有する者」を「関して保証するに足りる資力を有している

こと。」に改め、同項第３号中「者」を「こと。」に改め、同条第２項

中「第１６条の規定による」を「第１６条第１項の」に改め、同条を第

１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（貸付利率） 

第１２条 資金は、次条第１項の規定により保証人を立てる場合は無利

子とし、その他の場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後
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はその貸付利率を延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

第１４条の見出しを「（償還期限前の償還）」に改め、同条中「貸付

け」を「資金の貸付け」に、「、又は」を「又は」に、「第１１条第１

項第２号」を「第１１条第１項」に改める。 

第１５条第１項中「、又は」を「又は借受人が」に改め、同項ただし

書中「第１２条に定める」を「第１３条第１項の規定により立てられ

た」に改め、同条第２項中「市長は」の次に「、災害」を加え、同条第

３項中「利息」を「利子」に、「当該」を「その」に、「償還期日」を

「償還期限」に改める。 

第１６条第１項中「１０．７５パーセント」を「５パーセント」に改

め、「計算した」の次に「額の」を加え、「ことができる」を「ものと

する」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を「前項の」に、

「 閏
じゅん

年」を「うるう年」に、「、３６５日」を「３６５日」に改める。 

第１７条中「遺族又は障害者」を「第２条の遺族、障害者、第９条の

世帯主又は借受人」に、「又は見舞金の支給について」を「若しくは見

舞金の支給又は資金の貸付け若しくは貸付金の償還に関し」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）第１２条及び第１３条の規定は、

平成３１年４月１日（以下「基準日」という。）以後に生じた災害に

係る災害援護資金の貸付けについて適用し、基準日前に生じた災害に

係る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第１６条第１項の規定は、同項の違約金のうち基準日

以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち基準日

前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 
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（説 明） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（平成３０年法律第６６号）の施行等に伴

い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第７４号 

   尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 尼崎市水道事業給水条例（昭和３５年尼崎市条例第７号）の一部を次

のように改正する。 

 第４０条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  管理者に対し次の各号に掲げる事務を請求しようとする者は、当該

事務の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければな

らない。 

第４０条第１項第１号中「設計審査を申し込む者」を「設計審査 次

表の左欄に掲げる工事の種別及び同表の中欄に掲げる量水器の口径の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額」に改め、同号の表中「手数

料」を「金額」に改め、同項第２号中「工事検査を申し込む者」を「工

事検査 次表の左欄に掲げる工事の種別及び同表の中欄に掲げる量水器

の口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額」に改め、同号の

表中「手数料」を「金額」に改め、同項第３号中「の申込みを行う者 

１件につき１０，４３０円」を「又は法第２５条の３の２第１項の更新

の申請に対する審査 １件につき １０，０００円」に改め、同条第２

項ただし書中「認めた」を「認める」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 手数料は、前項各号に掲げる事務の請求を行う際に納付しなければ

ならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の尼崎市水道事業給水条例第４０条第１項第

３号（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の指

定の申請に対する審査に係る部分に限る。）の規定は、この条例の施

行の日以後の事務の請求に係る手数料について適用し、同日前の事務

の請求に係る手数料については、なお従前の例による。 

（説 明） 

水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の施行に

伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第７５号  

尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例について 

尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例を次のように制定する。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第４９条（法第８８条第２項において準用する場合

を含む。）の規定に基づき、令和元年尼崎市告示第  号に定める都

市機能誘導特別用途地区の区域（以下「適用区域」という。）内にお

ける建築物の建築及び工作物の築造の制限について必要な事項を定め

るものとする。 

（地区の区分及び名称） 

第２条 この条例における適用区域内の地区の区分及び名称は、阪神間

都市計画特別用途地区のうち都市機能誘導特別用途地区に係るものに

定めるところによる。 

（建築物等の用途の制限の付加） 

第３条 適用区域（一般地区に限る。）内においては、次の各号に掲げ

る建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）は、建築し、又は

築造してはならない。 

 法別表第２（る）項第１号に掲げる建築物（同号 、 、 から

 まで、 から まで、(26)、 (27)又は (30)に掲げる事業を営む

ものに限る。） 

 法別表第２（る）項第２号に掲げる建築物（建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第１３０条の

９第１項の表 の項に掲げる危険物又は同表 の項に掲げる危険物

（マッチ及び可燃性ガスに限る。）の貯蔵又は処理に供するものに

限る。） 

 令第１３０条の２の２第２号に規定する産業廃棄物処理施設の用 
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途に供する建築物等 

２ 適用区域（沿道地区に限る。）内においては、次に掲げる建築物等

は、建築し、又は築造してはならない。ただし、第２号に掲げる建築

物に付属する自動車車庫、自転車駐車場、ごみ集積場、倉庫その他こ

れらに類するものについては、この限りでない。 

 前項各号に掲げる建築物等 

 法第２８条第１項に規定する居室（居住のためのもの及び令第１

９条第２項第３号に掲げるものに限る。）を有する建築物 

３ 前２項の規定は、市長が都市機能の維持及び増進並びに工場若しく

は事業場の操業に支障を及ぼすおそれがなく、又は公益上やむを得な

いと認めて許可した場合においては、適用しない。 

４ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、

尼崎市建築審査会の意見を求めなければならない。 

（建築物の用途の制限の緩和） 

第４条 適用区域内においては、法第４８条第１２項本文の規定にかか

わらず、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定

する旅館・ホテル営業の用に供する建築物は、建築することができる。 

（建築物が適用区域内の各地区にわたる場合の措置） 

第５条 建築物（第３条第２項第２号に掲げる建築物に限る。以下この

項において同じ。）が適用区域内の各地区にわたる場合における第３

条第２項の規定の適用については、当該建築物の全部について同項の

規定を適用する。 

（既存の建築物等に対する制限の緩和） 

第６条 法第３条第２項（法第８８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により第３条第１項又は第２項の規定の適用を受けない

建築物等について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の

修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第３条第３項第

３号及び第４号（これらの規定を法第８８条第２項において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、第３条第１項又は第２項の規定

は、適用しない。 
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（既存の建築物の用途変更に係る類似の用途） 

第７条 令第１３７条の１９第３項の規定により指定する類似の用途は、

同条第１項に規定するもの及び同条第２項に規定する範囲内のものと

する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第９条 次のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の罰金に

処する。 

 第３条第１項又は第２項の規定に違反した場合における当該建築

物の建築主又は当該工作物の築造主 

 法第８７条第２項又は第３項（これらの規定を法第８８条第２項

において準用する場合を含む。）において準用する第３条第１項又

は第２項の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管

理者又は占有者 

（両罰規定） 

第１０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたとき

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑

を科する。 

付 則 

この条例は、令和元年８月１日から施行する。 

（説 明） 

尼崎市都市機能誘導特別用途地区の実現を図るため、建築物等の制

限に関する事項について、条例制定が必要であることから、本案を提

出する。





議 76 

議案第７６号 

   尼崎市住宅政策審議会条例について 

 尼崎市住宅政策審議会条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市住宅政策審議会条例 

（設置） 

第１条 尼崎市住宅マスタープランの策定に関する事項その他の本市に

おける住宅政策に関する重要な事項を調査審議させるため、市長の付

属機関として、尼崎市住宅政策審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 学識経験者 

 市議会議員 

 市民の代表者 

 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があると

きは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

４ 臨時委員は、第２項各号に掲げる者のうちから市長が会長の意見を

聴いて委嘱する。 

５ 臨時委員は、第３項の特別の事項に関する調査審議が終了したとき

は、解嘱されるものとする。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の

委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 
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２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第５条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第６条 審議会は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の半数以上が

出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会

を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから

会長が指名する。 

４ 第４条第３項及び前２条の規定は、部会について準用する。この場

合において、前条第１項中「、委員」とあるのは「、部会に属する委

員」と、同条第２項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読

み替えるものとする。 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者

を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出

を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

（尼崎市営住宅等審議会条例の廃止） 

２ 尼崎市営住宅等審議会条例（平成２９年尼崎市条例第１８号）は、

廃止する。 

（招集の特例） 

３ 最初に招集される審議会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

（説 明） 

  尼崎市住宅政策審議会を設置するため、条例制定が必要であること

から、本案を提出する。 





議 77

議案第７７号

尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例及び尼

崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例につい

   て

尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例及び尼崎市指定

管理者選定委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年６月１１日提出

尼崎市長 稲  村  和  美

尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例及び尼

崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例

（尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成２

３年尼崎市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

  別表第１尼崎市立ＪＲ尼崎駅北自転車駐車場の項の次に次の１項を

加える。

尼崎市立阪急塚口駅南

自転車駐車場

尼崎市南塚口町２丁目 自転車

（尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部改正）

第２条 尼崎市指定管理者選定委員会条例（平成２５年尼崎市条例第５

６号）の一部を次のように改正する。

  別表第１第２５項中「及び尼崎市立ＪＲ尼崎駅北自転車駐車場」を

「、尼崎市立ＪＲ尼崎駅北自転車駐車場及び尼崎市立阪急塚口駅南自

転車駐車場」に、「ＪＲ尼崎駅自転車駐車場」を「ＪＲ尼崎駅等自転

車駐車場」に改める。

  別表第２第１４項中「ＪＲ尼崎駅自転車駐車場」を「ＪＲ尼崎駅等

自転車駐車場」に改める。 

   付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条、次

項及び付則第３項の規定は、公布の日から施行する。
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（準備行為）

２ 尼崎市立阪急塚口駅南自転車駐車場の定期利用（尼崎市立自転車等

駐車場の設置及び管理に関する条例第３条第３号に規定する定期利用

をいう。以下同じ。）に係る駐車許可（同条例第６条第２項に規定す

る駐車許可をいう。以下同じ。）の手続、当該駐車許可に係る利用許

可書及び駐車券の交付、当該駐車許可に係る定期利用料（同条例第１

０条第２項に規定する定期利用料をいう。）の徴収及び還付の手続並

びに当該駐車許可に係る駐車標章の交付は、この条例の施行前におい

ても、この条例による改正後の尼崎市立自転車等駐車場の設置及び管

理に関する条例及び同条例に基づく規則の規定の例により行うことが

できる。この場合において、尼崎中高年事業株式会社とその設置に係

る自転車駐車場の利用（定期利用に相当するものに限る。）に関する

契約（その利用の期限をこの条例の施行の日の前日とするものに限

る。）を締結している者は、優先的に当該駐車許可を受けることがで

きるものとする。

（委任）

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措

置は、市長が定める。

（説 明）

尼崎市立阪急塚口駅南自転車駐車場を市の施設として位置付けると

ともに、指定管理者の管理施設とするため、条例改正が必要であるこ

とから、本案を提出する。
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議案第７８号

   尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について

 尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。

  令和元年６月１１日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

   尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改

   正する条例

 尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例（昭和５７年尼崎市

条例第３２号）の一部を次のように改正する。

 第１９条第３項中「１０５分の１０８」を「１０５分の１１０」に改

める。

 別表第１魚釣施設の項中「２０５円」を「２０９円」に、「１０２円」

を「１０４円」に、「８２２円」を「８３８円」に、「４１１円」を「

４１９円」に改める。

 別表第２中「１００円」を「１０２円」に、「２００円」を「２０４

円」に、「４００円」を「４０８円」に、「３００円」を「３０５円」

に、「６００円」を「６１１円」に、「８００円」を「８１５円」に、

「５００円」を「５０９円」に、「１，０００円」を「１，０１８円」

に、「１，２００円」を「１，２２３円」に、「７００円」を「７１３

円」に、「１，４００円」を「１，４２６円」に、「１，６００円」を

「１，６３０円」に改める。

   付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、付則第３

項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）第１９条第３項の規定は、
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この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる許可

行為（同条第４項に規定する許可行為をいう。以下同じ。）に係る料

金について適用し、同日前に行われる許可行為に係る料金については、

なお従前の例による。

（準備行為）

３ 施行日以後に行われる許可行為に係る料金の徴収及び還付の手続は、

 この条例の施行前においても、改正後の条例及び改正後の条例に基づ

く規則の規定の例により行うことができる。

（説 明）

  魚釣施設等に係る利用料金の上限額を改正するため、条例改正が必

要であることから、本案を提出する。
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議案第７９号

   尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例につい

   て

 尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例     

 尼崎市消防関係事務手数料条例（平成１２年尼崎市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。

 別表３の項の ウ中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，００

０円」に改め、同項の エ中「１，９４０，０００円」を「１，９５０，

０００円」に改め、同項の オ中「２，２６０，０００円」を「２，２

７０，０００円」に改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の尼崎市消防関係事務手数料条例別表の規定

は、この条例の施行の日以後の事務の請求に係る手数料について適用

し、同日前の事務の請求に係る手数料については、なお従前の例によ

る。

（説 明）

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令

（令和元年政令第１２号）の制定に伴い、条例改正が必要であること

から、本案を提出する。





議 80

議案第８０号 

   尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

 尼崎市火災予防条例（昭和３７年尼崎市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１７条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

第３０条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に

改め、同条第３号中「もの」を「共同住宅用スプリンクラー設備」に改

め、同条第４号中「もの」を「共同住宅用自動火災報知設備」に改め、

同条第５号中「もの」を「住戸用自動火災報知設備」に改め、同条第６

号中「もの」を「複合型居住施設用自動火災報知設備」に改め、同号を

同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。 

 特定小規模施設用自動火災報知設備（特定小規模施設における必

要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する

省令（平成２０年総務省令第１５６号）第２条第２号に規定する特

定小規模施設用自動火災報知設備をいう。）を同令第３条第２項に

定める技術上の基準若しくは同条第３項の規定に基づき消防庁長官

が定める技術上の基準に従い、又はこれらの技術上の基準の例によ

り設置したとき。 

第４０条第１項中「又はその部分」を削り、同項第１号中「又は」を

「及び」に、「若しくは」を「又は」に改め、「で、」の次に「その」

を加え、「以上の」を「以上である」に改め、同項第３号中「令」の前

に「小規模特定用途複合防火対象物又は」を、「で、」の次に「その」

を加え、「以上の」を「以上である」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号中「令」の前に「小規模特定用途複合防火対象物又は」を加

え、「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に、「及び」を

「又は」に改め、「で、」の次に「その」を加え、「以上の」を「以上
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である」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を

加える。 

 小規模特定用途複合防火対象物（省令第１３条第１項第２号に規

定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。）で令別

表第１ 項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するも

の（主要構造部を耐火構造としたもの及び建築基準法第２条第９号

の３イ又はロのいずれかに該当するものを除く。）のうち、その延

べ面積が２００平方メートル以上であり、かつ、当該用途に供され

る部分の床面積の合計が当該延べ面積の１０分の９以上であるもの 

第 ４ ０条 第 ２ 項 中「 第 ２ ３ 条」 の次に「（第４ 項第１号 ヘを 除

く。）」を加え、同項に後段として次のように加える。 

  この場合において、省令第２４条第５号ロ及びハ中「部分（前条第

４項第１号ヘに掲げる部分を除く。）」とあるのは「部分」と、同号

二中「階（前条第４項第１号ヘに掲げる部分を除く。）」とあるのは

「階」と、同条第５号の２ロ（イ）及び（ロ）中「部分（前条第４項

第１号ヘに掲げる部分を除く。）」とあるのは「部分」と、同条第８

号の２イ中「階（前条第４項第１号ヘに掲げる部分を除く。）」とあ

るのは「階」とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１７条第１項の改

正規定は、令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改

築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動

火災報知設備でこの条例による改正後の尼崎市火災予防条例第４０条

第１項及び第２項の規定に適合しないものに係る技術上の基準につい

ては、これらの規定にかかわらず、令和元年９月３０日までの間は、

なお従前の例による。 
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（説 明） 

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を

定める省令の一部を改正する省令（平成３１年総務省令第１１号）の

施行等に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。





その他





議 81 

議案第８１号 

   財産の譲与について 

 財産を次のとおり譲与するため、議決を求める。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 譲与の目的   学校法人平成医療学園が運営する宝塚医療大学の

施設として使用するため 

２ 譲与する財産 

旧若葉小学校の敷地内に存置している校舎等のうち、児童ホーム及

びこどもクラブを除く一式。 

所在 種類 構造 延床面積（㎡） 

尼 崎 市 道

意 町 ６ 丁

目６番３ 

校舎 ４棟 鉄筋コンクリート造 ４，２５８

屋内運動場 鉄筋コンクリート造   ９２６

プール － ５５３

その他施設一式 － － 

３ 譲与の相手方  大阪市北区豊崎７丁目７番１７号 

           学校法人平成医療学園 

            理事長 岸 野 雅 方 

（説 明） 

  地方自治法第９６条第 1 項第６号の規定により、本案を提出する。 
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議案第８２号

   工事請負契約の変更について

 旧若草中学校解体工事請負契約の変更契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。

  令和元年６月１１日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 契約の目的     旧若草中学校解体工事請負契約の変更のため

２ 契約の内容     工事場所 尼崎市西川１丁目１１番１号

            工事概要 校舎等解体工事

３ 変更後の契約金額  ２０６，０５４，２８０円

４ 契約の相手方    尼崎市杭瀬本町２丁目１８番１７号

             三永建設興業株式会社

              代表取締役 堀 尾 雅 則

（説 明）

  平成３１年３月４日に議決された旧若草中学校解体工事の設計変更

に伴う工事請負契約の変更契約を締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本

案を提出する。
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（参 考）

Ⅰ 工事概要

種 別 内                容

建 築

校舎解体工事

  鉄筋コンクリート造り ３階建て ２棟

２階建て １棟

             平屋建て １棟

  鉄骨造リ       平屋建て ２棟

  延べ面積  約５,６４０平方メートル

 屋内運動場解体工事

  鉄筋コンクリート造り（一部鉄骨造り）２階建て １棟

延べ面積  約１,０９０平方メートル

付属建築物解体工事

 プール、ポンプ室、渡り廊下等

外構解体工事

 防球ネット、門塀、樹木、舗装、埋設配管等

その他解体付帯工事

 電気・機械設備解体撤去及び敷地整地等

今回変更内容

  平成３１年３月からの労務・材料等単価の適用

Ⅱ 変更前契約

 １ 契約の目的  旧若草中学校解体工事請負のため

 ２ 契約の内容  工事場所 尼崎市西川１丁目１１番１号

          工事概要 校舎等解体工事

 ３ 契約の方法  一般競争入札

 ４ 契約の金額  ２０３，０４０，０００円

 ５ 契約の相手方 尼崎市杭瀬本町２丁目１８番１７号

           三永建設興業株式会社

代表取締役 堀 尾 雅 則



議 83 

議案第８３号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立ユース交流センターの指定管理者を次のとおり指定するため、

議決を求める。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立ユース交流センター 

２ 施設の位置  尼崎市若王寺２丁目１８番４号 

３ 指定管理者  尼崎市上坂部３丁目３番１６号 

          尼崎ユースコンソーシアム 

          代表者 

西宮市甲風園１丁目３番１２号 

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ 

ー 

理事長 松 本  学 

４ 指定期間   令和元年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

（説 明） 

尼崎市立ユース交流センターの指定管理者を指定するため、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 
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（参 考） 

  指定管理者の構成団体 

指定管理者 尼崎ユースコンソーシアム 

代表者 

西宮市甲風園１丁目３番１２号 

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー 

  理事長 松本 学 

構成員 

尼崎市東園田町３丁目３０番地の１４ 

一般社団法人ポノポノプレイス 

代表理事 吹野 加代 

構成員 

大阪市住之江区南加賀屋４丁目４番１９号 

 特定非営利活動法人み・らいず 

  代表理事 河内 崇典 

構成員 

神戸市中央区雲井通５丁目１番２号神戸市青少年会館内 

 特定非営利活動法人こうべユースネット 

  理事長 辻 幸志 



議 84 

議案第８４号 

   事業契約の変更について 

 市営武庫３住宅第１期建替事業契約の変更契約を次のとおり締結する

ため、議決を求める。 

  令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    市営武庫３住宅第１期建替事業契約の変更のた

め 

２ 契約の内容    事業場所 尼崎市武庫之荘８丁目３０番１号ほ

か 

尼崎市蓬川町３０２番地の１７ 

           事業概要 市営時友住宅の建替及び（仮称）蓬

川第２住宅の建設（関連する公共施

設の整備を含む）並びに入居者移転

支援業務 

３ 変更後の契約金額 ５，５０５，６６３，８２３円 

４ 変更後の契約期間 平成２６年１０月８日から令和元年９月３０日

まで 

５ 契約の相手方   株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式

会社吉川組、株式会社市浦ハウジング＆プラン

ニング大阪支店、株式会社アクロスコーポレイ

ション及び株式会社セノオ商会を構成企業とす

るグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄 谷 順 一 郎 



議 84-2 

（説 明） 

  平成２６年１０月３日に議決された市営武庫３住宅第１期建替事業

の変更に伴う事業契約の変更契約を締結するため、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条の規定により、

本案を提出する。 

（参 考） 

Ⅰ 事業概要 

内                容 

市営時友住宅の建替及び（仮称）蓬川第２住宅の建設（関

連する公共施設の整備を含む）並びに入居者移転支援業務 

今回変更内容 

物価変動等に伴う契約金額の増額 

Ⅱ 変更前契約 

 １ 契約の目的  市営武庫３住宅第１期建替事業の実施のため 

 ２ 契約の内容  事業場所 尼崎市武庫之荘８丁目３０番１号ほか 

尼崎市蓬川町３０２番地の１７ 

          事業概要 市営時友住宅の建替及び（仮称）蓬川

第２住宅の建設（関連する公共施設の

整備を含む）並びに入居者移転支援業

務 

 ３ 契約の方法  一般競争入札（総合評価） 

 ４ 契約の金額  ５，５００，０２９，２００円 

 ５ 契約の期間  平成２６年１０月８日から平成３１年９月３０日

まで 

６ 契約の相手方 株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式会

社吉川組、株式会社市浦ハウジング＆プランニン

グ大阪支店、株式会社アクロスコーポレイション



議 84-3 

及び株式会社セノオ商会を構成企業とするグル

ープ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄 谷 順 一 郎 





議 85 

議案第８５号 

市道路線の認定及び廃止について 

市道路線を次のとおり認定及び廃止するため、議決を求める。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

市 道 第 ８ ６ ４ 号 線 
武庫之荘８丁目１５６－１ 

武庫之荘８丁目１５６－２ 

２ 廃止しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

森 １ ９ 号 の １ 笠 ノ 池 線 
森字笠ノ池８４０－１ 

森字笠ノ池２５９－３ 

（説 明） 

  市営武庫３住宅第１期建替事業に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８６４号線 

  一般の通行も無く、廃止が可能な路線 

・廃 止 路 線 ： 森１９号の１笠ノ池線 

  以上の路線を認定及び廃止するため、道路法第８条第２項（同法第

１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）の規定により、 

本案を提出する。 





議 86  

議案第８６号 

   物件の買入れについて 

 物件を次のとおり買い入れるため、議決を求める。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 買入れの目的  消防力を強化し、人命救助等の消防活動を迅速か

つ的確に行うため 

２ 買入れの物件  ３５ｍはしご付消防自動車 １台 

３ 買入れの方法  随意契約 

４ 買入れの金額  ２１９，８９０，０００円 

５ 買入れの相手方 三田市テクノパーク２番地の３

株式会社モリタ 関西支店 

支店長 合 田  努 

（説 明） 

  ３５ｍはしご付消防自動車を買い入れるため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、本

案を提出する。 





議 87  

議案第８７号 

   物件の買入れについて 

 物件を次のとおり買い入れるため、議決を求める。 

令和元年６月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 買入れの目的  消防力を強化し、災害等による傷病者の搬送を迅 

  速かつ的確に行うため 

２ 買入れの物件  高規格救急自動車 ２台 

３ 買入れの方法  指名競争入札 

４ 買入れの金額  ６１，８２０，０００円 

５ 買入れの相手方 神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

           兵庫トヨタ自動車株式会社 特販営業所 

            所長 白 根 浩 司 

（説 明） 

  高規格救急自動車を買い入れるため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、本案を提出

する。 




